
令和５年第８回まちづくり委員会 運営委員会（報告） 

 

開催日時 令和５年８月８日(火)午後４時から６時 15分まで 

清瀬市役所２階 市民協働ルーム 

参加者  関根委員長、竹内副委員長、有働委員、大森委員、小寺委員、前川委員  

     事務局 市民協働課 根津・石原 

 

１ 報告事項 

（１）前回委員会後の各グループの動き 

  ア 提案審議グループ 

① 提案 No.20～31の担当部署への質問事項を決めて事務局に報告した。 

  イ 条例審査グループ 

① まちづくり基本条例の運用状況に関する調査項目について事務局と調整中。 

  ウ ＷＳグループ 

  ① 8/2アンケート調査について事務局含めミーティングを行った。 

（２）令和５年第７回まちづくり委員会後の意見 

   →なし 

（３）「清瀬市まちづくり基本条例に関する提案」の審議結果について（報告） 

   →No.10、23発送済 

（４）新規提案の数 

   →なし 

   ※８月末までに提出された提案は今年度審議する。 

 

２ 審議事項 

（１）提案者への報告 

   No.１、６、７、９、14、16、18、19 

① 報告内容に修正等なし。本会議へ提出。 

 

３ 協議事項 

（１）提案審議グループ 

 ①提案 No.20～31の審議について 

 →９月運営委員会で審議し、９月本会議で全員の審議を予定。 

〈意見〉提案審議グループのみが協議し、他のグループの方々は何を協議しているのかが 

わからない。これではまちづくり委員会全員で審議したことにはならない。本会議で審 

議するには事前に資料を送付し、市長提言 or担当部署案件も含め全員の意見をうかがう 

場を設けることが必要。 

 →提案審議グループでは No.20から 31については全て担当部署案件と考えている。担当 

部署からの回答結果によって判断を変更し市長提言にするという可能性はほぼない。８ 

月の委員会で審議し、提案者に対し 10月までに回答書を送りたいと考えている。 

 



 ②過去提言調査 

 →聞く内容を８月から事務局に依頼するとなっていたので一覧表にして送付する。 

 

（２）条例審査グループ 

 ①まちづくり基本条例の運用状況に関する調査項目について 

〈意見〉市民参画や市民協働に関する評価基準があればうかがいたい。 

→職員用マニュアルを改正後資料として提供できるか確認します。 

 

（３）ＷＳグループ 

 ①アンケート調査について 

 →アンケート実施要綱の確認。選択肢の協議。 

 

４ 12月まちづくりフォーラムについて 

 →日にち、場所は決まっているが時間は決まっていない。本会議である程度検討してい 

く必要がある。 

 

５ 次回の運営委員会 

  令和５年９月６日（水） 10時～ 清瀬市役所３階 会見室 


